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三種町町民憲章 
　土笛の調流れる琴の湖。朝の陽に水面きらめくじゅんさいの花。 
創造の力は無限しおさいの砂。 
　わたしたちは、房住山に源を発する三種川でつながり、先人たちが 
築き上げてきた歴史、文化、絆を大切にし、三種町民であることに 
誇りをもち、知恵を出し合い、力を合わせ、希望あふれる町をつくる 
ため、ここに町民憲章を定めます。  

　　わたしたちには　緑豊かな山があります 
　　わたしたちには　命をつなぐ川があります 
　　わたしたちには　光り輝く海があります 

　　わたしたちには　心身をいやすいで湯があります 
　　わたしたちの三種町　ここに　笑顔と夢があります 

しらべ うみ 

からだ 

ひ 



三種町町民憲章  説明 

10月21日、三種町山本ふるさと文化館を会場に「三種町合
併５周年記念式典」が行われました。式典には、来賓、各団体
等の代表、町関係者など約240人が出席。町長の式辞に引き続
き、児玉議長、堀井啓一秋田県副知事、高松和夫衆議院議員か
ら祝辞が述べられました。このあと、長年にわたって地方自治
や産業経済など町発展に貢献されてこられた方がたに、表彰状
が授与されました。
また、式典では「町民憲章」の制定が宣言されました。スライド放映をバックに、町内各小学校６年生の代表18

人による群読が行われ、子どもたちの元気な声が会場いっぱいに響き渡りました。
そして最後に、コールやまもとのみなさんとともに三種町町民歌を斉唱し、式典を閉じました。
なお、式典において功労表彰された方がたは、次のとおりです。
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自治功労

前三種町長 佐藤　亮一
三種町議会副議長 袴田　　隆
三種町議会議員 金子　芳継、平賀　　真

三浦　　敦、大澤　和雄
前三種町議会議員 板倉　　浩
元三種町議会議員 寺山　　満、石井　正美

笹村　金春、高橋　保雄
清水　喜勝

前三種町選挙管理委員会委員 田村　一夫
三種町固定資産評価審査委員会委員 近藤　久信

産業経済功労

三種町農業委員会委員 湊　　　稔、小山内重正
珍田喜美男、豊田　　實
小澤　達美、檜森　茂樹
工藤　一誠、渡辺　　薫
金子　誠孝

前三種町農業委員会委員 近藤　一彦、牧野　秀孝
板垣　鉄雄

元三種町農業委員会委員 加藤　　道、近藤　金志
平塚　健三

社会福祉功労

三種町民生児童委員 佐々木　晴、太田瀬作二
工藤　市夫、田中　　�

三種町民生児童委員 工藤　悠子、田中　　幹
三浦　國子

前三種町民生児童委員 岡部　昭治、川田　道夫
見上　文雄、佐々木　武

三種町身体障害者協会会長 袴田　一男
保護司 �松　正嗣、池田　和男

清水　洋子、長谷川清徳
佐々木征満

保健衛生功労

三種町国民健康保険運営協議会会長 金子　孝治
三種町健康づくり推進委員会会長 大山　陽子
学校医 楊　　国英、佐藤　家�

嶋田　均一、櫻井養之輔
工藤　英夫

薬剤師 大山　陽範、秋元　和子

教育文化功労

三種町教育委員 嶋田　博光
三種町文化財保護審議会会長 床田　昭治
コールやまもと 島田　啓子
三種町体育指導委員長 赤川　秀悦
三種町体育指導委員 佐々木文治、腰丸　重一

特別表彰

読売新聞特別編集委員 橋本　五郎

三種町合併５周年記念式典 三種町合併５周年記念式典 

三種町合併５周年記念式典 

三種町は、平成18年３月に琴丘町・山本町・八竜町が合併し誕生しました。
三種町町民憲章は、前文と５つの本文で構成されており、豊かな自然や先人が築き上げてきた歴史・文
化を誇りとして協働によるまちづくりを進め、それを守り育て未来に引き継ぐ強い決意を込めて「～あり
ます」と結んでいます。

説　　　　　　明 本　　　　　　文 

　山々の緑豊かな美しい自然を守り育み、未来へ残していく姿 
勢を表現しています。 「わたしたちには　緑豊かな山があります」 

　三 種 川 と そ の 流 域 の 恵 み を 受 け て 先 人 が 築 き あ げ て き た 歴 
史・文化を受け継ぎ、 後世に伝えていく決意を表現しています。 「わたしたちには　命をつなぐ川があります」 

　地域の人々が集い、活気に溢れた賑わいのある町をつくりあ 
げていく姿を表現しています。 「わたしたちには　光り輝く海があります」 

　町民が健やかな日々をおくり、長寿の社会を目指そうという 
思いを表現しています。 「わたしたちには　心身をいやすいで湯があります」 

　自然の恵みに対する感謝と喜び、 そして、 わたしたちが理想 ・ 
希望を持って未来に向けて進んでいく様子を表現しています。 「わたしたちの三種町　ここに　笑顔と夢があります」 
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10月22日、23日の２日間の日程で、｢行ぐべ！どご

さ？町民祭さや｣をテーマに、第６回三種町町民祭が開

催されました。

今年はあいにくの天気でしたが、ところせましと並べ

られたプロ顔負けの文芸作品や日ごろの練習の成果が発

揮された芸能発表。町出身（川尻）でフォーク歌手の友

川カズキさんのライブや、テレビでお馴染みのヨネスケ

さんの講演会。また、日赤奉仕団による炊き出し体験、

超神ネイガーショー、ホウライマスの釣り堀・つかみ取

りなど、訪れた来場者は盛りだくさんのイベントを心ゆ

くまで楽しんでいました。

展示コーナーには、小学生による絵画・工作・習

字など、中学生による短歌・俳句・絵文字・詩集・

レリーフなど、一般の方がたによる書道・絵画・写

真・短歌・ちぎり絵・タペストリー・押花キャンド

ル・盆栽・模型など、合わせて1,953点の傑作・力

作が所狭しと展示されました。

また、ステージ発表では、町内３中学校による合

同演奏・舞踊・コーラス・フラダンス・太極拳・詩

吟・体操・謡曲など195人が日ごろの練習の成果を

披露し、つめかけた来場者からは大きな拍手が巻き

起こっていました。

なお、恒例の中古車フェアが八竜ショッピングセ

ンターポポロ駐車場で行われました。

屋外に設けられたテントスペースでは、農水産物

の販売、町内ご当地グルメ、ホウライマスの釣り堀

およびつかみ取りが行われたほか、ふるまいコーナ

ーでは、大曲集落営農組合提供の餅、観光協会提供

のじゅんさい汁、秋田ファーム提供の豚汁・串カツ

の各ふるまいが行われました。また、特別企画であ

る友川カズキさんの故郷三種町での初ライブでは、

魂の叫びが込められた名曲が数多く熱唱され、訪れ

た観客からは惜しみない拍手が送られていました。

このほか、がんに関する講演、超神ネイガーショー、

ヨネスケさんの講演会、企業出展コーナーなど盛り

だくさんのイベントが行われました。

｢行ぐべ！  どごさ？  町民祭さや｣ 

三種町町民祭 三種町町民祭 三種町町民祭 三種町町民祭 第６回 第６回 

▲芸術の秋を堪能 ▲赤十字奉仕団による炊き出し体験 ▲3中学校合同による合同演奏会

▲友川カズキさんのライブ ▲興奮、魚のつかみ取り ▲すばらしい作品が並びました

展示・ステージ発表 各種コーナーほか 展示・ステージ発表 展示・ステージ発表 各種コーナーほか 各種コーナーほか 

▲ヨネスケさんの講演
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平成22年度会計決算が９月定例会で認定されました。一般会計決算額は、歳入が110億8,278万１千円で、歳出が
107億7,182万８千円で、差し引き３億1,095万３千円でした。このうち、翌年度への繰越財源分１億6,849万８千円
を控除した、実質収支は１億4,245万５千円の黒字決算となりました。
歳入は、地方交付税の増額などがありましたが、国の定額給付金事業や臨時交付金事業及び県の合併市町村特例交

付金の終了など、国県支出金の大幅な減額により、前年度より約２億８千万円、2.5％減少しました。
一方、歳出は、行財政改革により人件費や、公債費などの義務的経費が減額となったほか、琴丘中学校耐震改修事

業や公営住宅建設事業などの投資的事業の終了により、前年度より約２億7,800万円、2.5％減少となりました。

●平成22年度一般会計決算

●歳出性質の説明

○自主財源（22.8％）
町が自主的に収入できる財源のことで、町税、使用料・手数料、分担金・負担金、繰越金などがあります。こ
の割合が高いほど財政が安定し、自主的な事業をより多く行うことができます。
○依存財源（77.2％）
国や県から交付されたり、割り当てられたりする財源のことで、地方交付税、国庫支出金、県支出金、町債な
どがあります。

構成比 （％） 決　算　額 歳　入　名　称 

1 2 . 8 1 4 億1, 4 9 0 万７千円 町 税 

1 . 7 １億8, 3 5 8 万２千円 使用料 ・ 手数料 ・ 負担金等 

2 . 8 ３億1, 2 8 3 万８千円 繰 越 金 

5 . 5 ６億1, 1 6 8 万４千円 繰 入 金 ・ 財 産 収 入 等 

3 . 3 ３億7, 1 5 5 万７千円 地 方 譲 与 税 等 

4 9 . 5 5 4 億8, 2 5 2 万８千円 地 方 交 付 税 

1 0 . 4 1 1 億4, 9 9 4 万９千円 国 庫 支 出 金 

6 . 9 ７億6, 7 5 3 万６千円 県 支 出 金 

7 . 1 ７億8, 8 2 0 万円　　 町 債 

1 0 0 . 0 1 1 0 億8, 2 7 8 万１千円 歳　入　合　計 

構成比 （％） 決　算　額 歳 出 目 的 名 称 

1 3 . 0 1 4 億 4 4 1 万７千円 総 務 費 

2 2 . 8 2 4 億5, 7 3 2 万１千円 民 生 費 

7 . 0 ７億5, 0 9 6 万７千円 衛 生 費 

5 . 6 ６億 5 6 6 万６千円 農 林 水 産 業 費 

3 . 1 ３億2, 9 9 8 万７千円 商 工 費 

8 . 0 ８億6, 4 4 8 万９千円 土 木 費 

4 . 9 ５億3, 0 1 2 万８千円 消 防 費 

5 . 9 ６億3, 0 5 0 万１千円 教 育 費 

1 5 . 4 1 6 億5, 8 5 0 万５千円 公 債 費 

1 0 . 9 1 1 億7, 0 3 0 万５千円 諸 支 出 金 

3 . 4 ３億6, 9 5 4 万２千円 議 会 費 ・ 労 働 費 等 

1 0 0 . 0 1 0 7 億7, 1 8 2 万８千円 歳　出　合　計 

歳　入

歳　出

○義務的経費（40.9％）
人件費、扶助費、公債費など必ず必要となるお金のことで、この割合が低いほど行政サービスなどに多くのお
金を使えます。人件費とは、職員の給料や議員の報酬などにかかるお金のことです。扶助費とは、子どもや高齢
者、障がい者などの生活支援にかかるお金のことです。公債費とは、町の借金の返済にかかるお金のことです。

町税（12.8％） 
14億1,490万7千円 

使用料・手数料・負担金等 
　（1.7％）1億8,358万2千円 

繰越金（2.8％） 
3億1,283万8千円 

地方譲与税等（3.3％）
　　3億7,155万7千円 

地方交付税（49.5％） 
54億8,252万8千円 

県支出金（6.9％） 
7億6,753万6千円 

町債（7.1％）7億8,820万円 

歳入合計 

110億 
8,278万1千円 

自主財源（
22.8％

）

依
存
財

源
（
77.2％）

公債費（15.4％） 
16億6,477万円 

補助費等（12.3％） 
13億2,140万3千円 

繰出金（12.9％） 
13億9,356万8千円 

繰入金・財産収入等繰入金・財産収入等 
（5.55.5％）6億1,168万4千円千円 
繰入金・財産収入等 
（5.5％）6億1,168万4千円 

国庫支出金国庫支出金（10.410.4％）％） 
11億4,994万9千円千円 
国庫支出金（10.4％） 
11億4,994万9千円 

扶助費（9.0％） 
9億6,810万1千円 

人件費（16.5％） 
17億7,358万3千円 

公債費公債費（15.415.4％）％） 
1616億6,4776,477万円万円 
公債費（15.4％） 
16億6,477万円 

普通建設事業（7.8％） 
　　8億3,566万3千円 

災害復旧事業（0.7％） 
　　　 8,015万8千円 

物件費（12.4％） 
13億3,524万円 

補助費等補助費等（12.312.3％） 
13億2,140万3千円千円 
補助費等（12.3％） 
13億2,140万3千円 

繰出金繰出金（12.912.9％）％） 
13億9,356万8千円千円 
繰出金（12.9％） 
13億9,356万8千円 

維持補修費（0.6％） 
　 6,113万9千円 積立金 

（10.9％） 
11億7,030万 
3千円 

貸付金（1.5％）1億6,790万円 

歳出合計 

107億 
7,182万8千円 

投資
（8.5％

）

義
務
（
4
0
.9
％
）

そ
の
他
（
5
0
.6
％
）

繰入金・財産収入等 
（5.5％）6億1,168万4千円 

国庫支出金（10.4％） 
11億4,994万9千円 

扶助費扶助費（9.09.0％）％） 
9億6,810万1千円千円 
扶助費（9.0％） 
9億6,810万1千円 

一般会計の実質収支は1億4千万円余の黒字決算 一般会計の実質収支は1億4千万円余の黒字決算 
平成22年度決算報告 

（性質別）（目的別）
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●一般会計　平成22年度のおもな事業

●町民１人当たりの家計簿（平成22年度一般会計決算）※決算額を人口で割り、１人当たりを家計に例えたものです。
下表の家計簿を見ると、給料やパート収入などの自己資金だけでは、毎月必ずかかる経費（食費や医療費、ローン

返済）をまかないきれず、親からの援助や新たなローンに頼らなければならない状況です。今後もローンの返済は続
きますが不況の影響などで給料や親からの援助が減り、一方で医療費等が増えていくことが予想されます。このため
収入に見合った生活設計の見直しが必要です。

◇住宅リフォーム助成事業 1,490万３千円 ……… 住宅リフォーム工事を行った世帯への一部助成

◇地域情報通信基盤整備事業 ２億3,905万３千円 ……… ケーブルテレビによる地上デジタル放送視聴対策

◇緊急雇用対策事業 １億3,774万２千円 ……… 秋田県の基金事業による緊急雇用対策

◇地域雇用創出推進事業 2,884万７千円 ……… 町単独による雇用対策（新規雇用奨励事業ほか）

◇地域振興商品券発行助成事業 339万１千円 ……… プレミア付き商品券の発行助成

◇消防施設整備事業 2,405万９千円 ……… 全国瞬時警報システム、消防ポンプ積載車等の整備

◇子ども手当支給事業 ２億2,016万８千円 ……… 中学校修了までの子どもへの手当支給

◇生きがい活動支援ディサービス事業 934万４千円 ……… 高齢者の生きがい支援・機能維持

◇健康増進支援事業 3,184万８千円 ……… 健康診査・相談・教育及び各種がん検診事業

◇水田利活用緊急対策支援事業 2,611万円 ……… 転作作物に対する町単独の助成事業

◇経営体育成基盤整備事業 7,130万円 ……… 県営ほ場整備事業（地先干拓・下岩川・泉八日）

◇小町房住線外３道路改良事業 １億3,317万７千円 ……… 小町房住線外３路線の道路改良舗装工事

◇町道整備事業 １億645万円 ……… 国の臨時交付金による町道の維持修繕工事

◇琴丘小学校体育館耐震改修事業 497万５千円 ……… 琴丘小学校体育館の耐震補強及び改修工事

◇義務教育施設耐震診断事業 2,202万９千円 ……… 町内小中学校施設の耐震診断の実施

◇学校情報通信技術環境整備事業 1,383万４千円 ……… 学校パソコン及び周辺機器の整備

◇スポーツ振興くじ助成事業 2,579万８千円 ……… 山本屋内ゲートボール場の人工芝化事業

収入（単位：円） 支出（単位：円） 

7 2 , 8 2 1 給料 （町税） 9 1 , 2 8 1 食費 （人件費） 

3 0 , 0 6 9 パート収入 （使用料・手数料、負担金、諸収入等） 4 9 , 8 2 5 医療費 （扶助費） 

1 0 , 8 6 0 定期預金の解約 （繰入金） 8 5 , 6 8 0 ローン返済 （公債費） 

1 6 , 1 0 1 前月からの繰越 （繰越金） 4 7 , 1 3 4 住宅増改築工事 （投資的経費） 

1 2 9 , 8 5 1 小計 （自己資金） 1 3 6 , 7 2 9 生活費（光熱水費など） （物件費、補助費等） 

3 , 1 4 7 車検・家の修繕費 （維持補修費） 

3 9 9 , 9 7 8 親からの仕送り （地方交付税、国県支出金等） 7 1 , 7 2 2 子どもへの仕送り （繰出金） 

4 0 , 5 6 6 ローン借入 （町債） 6 8 , 8 7 4 貯金 （積立金、貸付金等） 

4 4 0 , 5 4 4 小計 （依存資金） 

5 7 0 , 3 9 5 　合　　　計 5 5 4 , 3 9 2 　合　　　計 

1 6 , 0 0 3 翌月への繰越 

9 4 , 7 5 5 貯金残高 

5 8 5 , 5 8 2 借入金残高 

○投資的経費（8.5％）
建設事業に使うお金のことで、道路や学校、情報通信網整備などの公共施設の整備や災害復旧工事のことです。
○その他の経費（50.6％）
物件費とは、町の業務のうち、賃金、旅費、需用費、委託料、備品購入費などにかかるお金のことです。補助
費等とは、各種団体への補助金・負担金や、消防・ごみ処理など広域組合等への負担金にかかるお金のことです。
繰出金とは、一般会計から特別会計へ支出されるお金のことです。維持補修費とは、公共施設の修繕にかかるお
金のことです。積立金とは、町の基金（貯金）に積み立てるお金のことです。貸付金とは、高齢者住宅整備資金
など住民への特定目的の貸付金や、商工業や勤労者金融に対する貸付金の原資にかかるお金のことです。

※三種町人口　19,430人（平成23年３月31日現在）
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●平成22年度特別会計決算

●平成22年度水道事業決算（※不足額は過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。）

●基金（貯金）及び町債（借金）の状況（平成23年３月31日現在）

（単位：千円）

（単位：千円）

一般会計と特別会計を合わせた基金の

総額は、18億9,732万円です。

一般会計では、使途が限定されていな

い財政調整基金が平成22年度中に約９

億２千万円増加し、16億８千万円程の

残高となったほか、新たな特定目的基金

の設置もあり約９億６千万円の増加とな

っています。また、特別会計では、各事

業への取り崩しがあり、年ねん減少傾向

にあります。町民１人当たりでは総額で

９万7,649円の残高となっています。

（単位：千円）

一般会計と特別会計を合わせた町債の

総額は、210億6,923万円です。

一般会計では、後年度に全額財源補て

んされる、臨時財政対策債が約５億円増

加していますが、過疎債やその他の地方

債は建設事業の削減により大幅な減額と

なっており、一般会計総額では約６億９

千万円減額となっています。

また、特別会計では、農業集落排水事

業以外は建設事業が終了したことにより

総額で約１億円の減額となっており、町

民１人当たりでは総額で108万4,366円の残高となっています。

※町債の中には、後年度に国が財源補てんしてくれる地方債があります。代表的なものとしては臨時財政対策債が

100%、過疎対策事業債が70%、後年度の元利償還金に対して、地方交付税として町に交付されます。

主　な　事　業　内　容 差 引 額 歳出決算額 歳入決算額 会　計　名 

国民健康保険の円滑な運営費 1 6 2 , 0 9 2 2 , 4 5 6 , 1 2 3 2 , 6 1 8 , 2 1 5 国 民 健 康 保 険 事 業 

過年度老人保健医療費の精算 3 4 8 6 2 5 9 7 3 老 人 保 健 

後期高齢者医療の円滑な運営 9 0 5 1 5 6 , 5 9 2 1 5 7 , 4 9 7 後 期 高 齢 者 医 療 

琴丘・八竜地域の簡易水道区域の維持管理事業 1 5 , 7 7 5 4 5 1 , 4 6 2 4 6 7 , 2 3 7 簡 易 水 道 事 業 

三種町公共下水道区域の維持管理事業 1 , 7 5 1 5 8 9 , 3 1 8 5 9 1 , 0 6 9 公 共 下 水 道 事 業 

下岩川地区の整備、既存区域の維持管理事業 2 , 2 4 7 5 4 8 , 2 2 5 5 5 0 , 4 7 2 農 業 集 落 排 水 事 業 

公共用地取得造成事業の元利償還金返済 0 7 , 0 1 6 7 , 0 1 6 土 地 取 得 事 業 

介護保険の円滑な運営 2 0 , 8 7 8 2 , 1 9 6 , 4 3 7 2 , 2 1 7 , 3 1 5 介 護 保 険 事 業 

介護予防・配食サービス事業等の運営費 7 1 6 3 0 , 6 5 6 3 1 , 3 7 2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 

三種町斎場「清華苑」の維持運営費 1 , 4 6 5 1 8 , 2 3 7 1 9 , 7 0 2 衛 生 処 理 事 業 

森岳温泉の維持管理事業 5 8 2 0 , 3 2 5 2 0 , 3 8 3 温 泉 事 業 

琴丘診療所の精算 0 3 1 , 6 4 2 3 1 , 6 4 2 国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 

主　な　事　業　内　容 差 引 額 歳出決算額 歳入決算額 区　　　分 

山本地域の上水道維持管理事業 △ 2 0 , 3 5 5 1 6 2 , 0 4 6 1 4 1 , 6 9 1 収 益 的 収 入 ・ 支 出 

山本地域配水池の増設、借入金元金償還 △ 7 9 , 9 5 3 2 3 9 , 6 9 9 1 5 9 , 7 4 6 資 本 的 収 入 ・ 支 出 

町 債 残 高 210億6,923万９千円（７億9,507万１千円の減）

増　減 Ｈ ２ ２ 年度末 Ｈ ２ １ 年度末 区　　　分 会　計 

9 2 0 , 2 2 9 1 , 6 8 1 , 1 6 6 7 6 0 , 9 3 7 財 政 調 整 基 金 

一般会計 
1 1 , 1 3 2 1 , 1 3 1 減 債 基 金 

4 2 , 4 5 9 4 4 , 2 0 4 1 , 7 4 5 そ の 他 特 定 目 的 基 金 

3 1 1 4 , 5 7 8 1 1 4 , 5 7 5 定 額 運 用 基 金 

1 4 3 4 2 国民健康保険事業基金 

特別会計 
△　24 , 3 6 6 9 , 6 2 5 3 3 , 9 9 1 介 護 保 険 事 業 基 金 

△　　 6 9 7 3 , 5 5 4 4 , 2 5 1 温 泉 事 業 基 金 

1 1 , 3 6 9 4 3 , 0 2 4 3 1 , 6 5 5 農業集落排水事業基金 

9 4 8 , 9 9 9 1 , 8 9 7 , 3 2 6 9 4 8 , 3 2 7 合　　　　計 

4 9 , 6 6 9 円 9 7 , 6 4 9 円 4 7 , 9 8 0 円 町民１人当たり （単位：円） 

増　減 Ｈ ２ ２ 年度末 Ｈ ２ １ 年度末 区　　　分 会　計 

505,0034,481,9863,976,983臨 時 財 政 対 策 債 

一般会計 △ 248,2331,092,3311,340,564過 疎 対 策 事 業 債 

△ 946,3205,784,1026,730,422そ の 他 の 地 方 債 

△　 6,7366,74013,476土 地 取 得 事 業 

特別会計 

△ 112,1191,596,8471,708,966簡 易 水 道 事 業 

△ 152,0315,960,6366,112,667公 共 下 水 道 事 業 

219,4731,338,6321,119,159農 業 集 落 排 水 事 業 

△　54,108807,965862,073水 道 事 業 

△ 795,07121,069,23921,864,310合　　　　計 

△21,848円 1,084,366円 1,106,214円 町民１人当たり （単位：円） 

（単位：千円）

基金合計額 18億9,732万６千円（９億4,899万９千円の増）
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三種町の財政健全化判断比率等の公表について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成22年度決算による町の健全化判断比率と資金不足比
率を公表します。
健全化判断比率は【１表】のとおり、全て国の定める基準を下回っており、健全な段階となっています。この中で

実質公債比率は対前年比2.5%減と改善していますが、起債の発行に県の許可が必要な基準18.0%を上回っており、引
き続き比率の改善に努めていきます。
資金不足比率は【２表】のとおり、公共下水道事業において資金不足（実質赤字）が解消され、全ての事業で資金

不足が発生しておらず、健全な状態となっています。

【１表】健全化判断比率 （単位：％） 【２表】資金不足比率 （単位：％）

●１標準財政規模
町税や普通地方交付税など、経常的に収入されるであ
ろう使途が特定されていない一般財源の額。
●２実質赤字比率
地方公共団体が、黒字か赤字かを判断する指標で、一
般会計等の赤字額の標準財政規模に対する割合。
●３連結実質赤字比率
町全体の会計が、黒字か赤字かを判断する指標で、全
会計の合算赤字額の標準財政規模に対する割合。
●４実質公債費比率
町の年間収入に対する借入金の返済額を表す指標で、

一般会計の元利償還金や全ての特別会計の元利償還金に
対する繰出金及び一部事務組合の地方債の償還負担金等
を合算した額の標準財政規模に対する割合。
●５将来負担比率
町が将来負担しなければならない負債が、年間収入を

100とした場合の指標で、地方債の残高、退職手当負担
見込みなど、年度末残高の標準財政規模に対する割合。
●６資金不足比率
公営企業の資金の不足額が、事業規模に対してどの程
度あるかを表す指標で、公営企業の資金不足額（実質赤
字額）の事業規模（料金収入等）に対する割合。
●７財政再生基準
１つでも基準を超えると、いわゆる赤字再建団体とな
り、国の関与のもとで財政の再生に取り組むこととなり
ます。
●８早期健全化基準
１つでも基準を超えると、議会の議決による財政健全化

計画を定めて自主的に健全化に取り組むことになります。
●９経営健全化基準
基準を超えた公営企業会計は、議会の議決による経営健

全化計画を定めて、経営健全化に取組むことになります。

◆健全化判断比率に関するお問い合わせ先　　総 務 課 財 政 係　TEL 85－4816
◆資金不足比率に関するお問い合わせ先　　上下水道課下水道係　TEL 85－4823

11月１日からＮＨＫ総合・教育・ＡＢＳ秋田放送の３波が新しいチャンネルで放送開始されます。

当分の間、両方の電波が送信されますが、来年１月10日から新チャンネルに自動及び手動でチャンネル再設
定が出来るように「促し」信号が入ります。デジタルテレビが見えなくなったり映像が不安定になった場合は、
チャンネルを再設定（スキャン）してください。（ケーブルテレビを視聴されている方は必要ありません。）
１月に「再設定の仕方」などの詳しいお知らせのチラシが配布されますが、ご自身でこの作業を行うことの出
来ない方は、チャンネル変更コールセンターにご相談ください。無料で再設定のお手伝いをしてもらえます。

財政再生 
基 準 

早期健全 
化 基 準 

2 1 年度 2 2 年度 指標区分 

2 0 . 0 1 3 . 8 8 － － 実 質 赤 字 比 率 

4 0 . 0 1 8 . 8 8 － － 連結実質赤字比 率 

3 5 . 0 2 5 . 0 2 4 . 1 2 1 . 6 実質 公債 費比 率 

なし 2 5 0 . 0 1 4 9 . 4 1 0 7 . 2 将 来 負 担 比 率 

経営健全 
化 基 準 

２ １ 年 度 ２ ２ 年 度 公営企業の名称 

2 0 . 0 － － 水 道 事 業 

2 0 . 0 － － 簡 易 水 道 事 業 

2 0 . 0 1 . 1 － 公共 下水 道事 業 

2 0 . 0 － － 農業集落排水事 業 

2 0 . 0 － － 温 泉 事 業 

◆チャンネル変更コールセンター（フリーダイヤル） �0120－922－303（平日９：00～21：00 土日祝９：00～18：00）

●ＮＨＫ総合 …………… 現在 15ch 新チャンネル 48ch
●ＮＨＫ教育（Ｅテレ）… 現在 13ch 新チャンネル 50ch
●ＡＢＳ秋田放送 ……… 現在 17ch 新チャンネル 35ch

秋田親局（大森山）テレビ受信のみなさまへ 秋田親局（大森山）テレビ受信のみなさまへ 秋田親局（大森山）テレビ受信のみなさまへ 

※各指標は数値が低いほど良い。
※実質・連結実質赤字額がない場合は、「－」で表示します。
※早期健全化基準は、標準財政規模により変動します。 ※資金不足額がない場合は、「－」で表示します。
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これから町に整備される光ブロードバンド回線を皆さんのご自宅でも有効活用していただくた

め、光ブロードバンドについてシリーズで紹介します。

第２回目となる今回は、「ブロードバンド回線によるインターネットの活用」についてです。

初心者向けパソコン講座開催（無料） 

　パソコンの使い方、検索エンジン

の使い方から始めます。詳しくは、

別紙チラシを参照ください。 

初心者大歓
迎！ 

①11月12日（土）10：00～ ／八竜ふれあいセンター 
②11月13日（日）10：00～ ／パレス琴丘 
③11月26日（土）10：00～ ／山本公民館 

山本地域で光通信網整備のため幹線ケーブル工事がはじまります 
　11月上旬から道路や集落内で、ケーブルの敷設や新しい電柱の設置、既存電柱の調査をします。工事中は道路に

工事車両が駐停車するなど、ご迷惑をおかけしますが町民の皆さまのご協力をお願いします。 

開催日 
・ 
場　所 

ブロードバンド回線の利用状況

●ブロードバンド利用率は約５割、多くの世代で前年よりも増加
総務省から発表された『平成22年通信利用動向調査の結

果』によると、日本のブロードバンド※１利用率はほとんど
の世代で前年を上回り、通信回線のブロードバンド化は着実
に進展を見せています。
60代以上の利用率はまだ低いものの、70代を中心にはっ

きりとした増加傾向が見えています。
シニア世代はどのようにブロードバンド回線を利用してい
るのでしょうか？

●活用目的は「ショッピング」
アンケート調査※２によるとシニア世代がインターネット

で行う最も多い行動は「ネットショッピングで商品・サービ
スを購入する」でした。「チケットの予約」も買い物の一種
ととらえれば、シニアのインターネット活用の主要な目的は
「買い物」ともいえます。
シニア世代にとって、買いものに行きにくくなったり、ひ
とり暮らしが増えたりする中、生活スタイルの中にインター
ネットサービスを上手に活用することは、今後さらに一般的
になりそうです。

インターネットを賢く使おう

◆ネットショッピング・おとりよせ
地方では手に入らない商品や、地域特産品・老舗の「おとりよせ」など、

わざわざ店に行かなくても自宅にいながら好きな時間に買い物ができます。

◆チケット予約・旅行予約
交通機関の時刻や空席状況を調べたり、駅にいかなくても電車の切符が

購入できます。宿泊先もホームページから調べたり、料金やサービスを

じっくり比較しながらオリジナル旅行計画をたてるのも楽しいものです。

◆見逃したテレビ番組、昔の名作がいつでも！
インターネット上で番組を購入することで、見逃したテレビ番組や昔の

番組が見たい時に見られます。

光ブロードバンド 光ブロードバンド 光ブロードバンド 光ブロードバンド 光ブロードバンド シリーズ シリーズ ② 

年齢階層別　ブロードバンド回線の利用割合 

シニア世代　パソコンのインターネットで行うこと上位５項 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%

■Ｈ21末　■Ｈ22末 

全体 6－12歳 13－19歳 20－29歳 30－39歳 40－49歳 50－59歳 60－64歳 65－69歳 70－79歳 80歳以上 

（出典）総務省「平成22年通信利用動向調査」  

※１　ブロードバンド回線とは光回線（FTTH）、ケーブルテレビ回線（CATV回線）、DSL回線、 
　　　第3世代携帯電話回線、固定無線回線（FWA）及びBWAアクセスサービスのいずれか 

※２　電通総研「シニアのインターネット利用についてのリサーチ」より引用 

１　ネットショッピングで商品サービスを購入する　　59.7% 

２　他の人のブログ・ホームページを見る　　51.7％ 

３　チケットを予約する　　　　　　　　　　48.3% 

４　動画投稿・共有サイトを見る　　　　　　42.7% 

５　掲示板の内容を読む　　　　　　　　　　38.7%

49.3 50.4

74 74.2
71.173.8 68.8 69

54.2

24.2 24.8

8.18.1
13.2

2.6 3.3

36.236.2 3838

55.555.5

67.867.868.168.1

44 46.346.3

60代以上は今後更に増える 

余地がありそうじゃ 
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公表時期 平成23年度（第２回）：平成23年10月14日

注：第１四半期（４月から６月）、第２四半期（７月から９月）、第３四半期（10月から12月）、第４四半期（１月から３月）

注１ これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要
等の発注見通しが立っているものについて掲載したも
のであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なった
り、ここに掲載されていない工事が発注される場合が
あります。
２ 入札契約方式で「一般」は一般競争入札、「公募」は
公募型指名競争入札、「簡易公募」は簡易公募型指名競
争入札、「指名」は指名競争入札、「随契」は随意契約
です。

３ 「公表区分」欄の「新規」は今回新たに発注見通しを
公表したものを、「継続」は前回発注見通しを公表した
内容に変更がないものを、「変更」は前回発注見通しを
公表した内容に変更があるものを表します。
なお、公表時点で既に入札公告（通常の指名競争入
札にあっては指名通知、随意契約にあっては見積書の
徴取）を行った工事については、掲載しておりません。
４ 発注見通しの公表は、原則として４月下旬および10
月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事
情からこれを変更する場合があります。

公表 
区分 主管課 入札予定 

時　　期 
工事期間 
（ヶ月） 

工事の概要 工事の 
種　別 工事の名称 工事の場所 入札契約 

方　　式 NO 

継続 農林課 第３四半期 3 吊り橋修繕 建築 滝ノ上吊り橋修繕工事 上岩川字滝ノ上地内 指名 1 

継続 教育委員会 第３四半期 4 校舎補修 建築 森岳小学校校舎 
大規模補修工事 森岳字東囲151指名 2 

建設工事の発注見通し 建設工事の発注見通し 建設工事の発注見通し 平成23年度 

町の工事契約状況 （工事名及び契約額、工期）

◎三種町役場車庫増築工事
佐藤住研 5,365,500円 9/15～10/30

◎農業集落排水事業下岩川地区第03602号工事
㈲三浦工務店 9,207,450円 9/22～12/20

◎浜村羽根川線側溝改良工事
カネコビルド㈲ 3,131,100円 9/27～11/30

◎鹿渡幹線舗装補修工事
第一道路建設㈱ 9,664,200円 9/27～11/30

◎大口地区道路舗装工事
畠山建設㈱ 2,164,050円 9/30～12/16

◎三種町光通信網整備工事
東日本電信電話㈱秋田支店

194,565,000円 9/21～2/29

飲酒運転等の状況
９月中　　　 H23年累計

酒酔い運転 ０件 ０件

酒気帯び件数 ３件 ５件

飲酒事故（負傷）件数 ０件 ０件

飲酒事故（死亡）件数 ０件 ０件

交通死亡事故件数 １件 ３件

飲酒運転は絶対やめましょう！

全県市町村順位（25市町村中）19位（前月13位）↓

秋の火災予防運動
11月６日から12日までは、秋の火災予防運動期間です。

消したはず　決めつけないで　もう一度
を統一標語に、高齢者等を中心とする死者の発生を減
少させるとともに、財産の損失を防ぎましょう。

●日没が早くなる今の時期は、交通事故が急増します。
●午後４時を目安に早めのライト点灯を。
●こまめに上向き（走行用ライト）、下向き（すれ違い

用ライト）に切り替えましょう。
●夕暮れや夜間の外出時には、白や黄色の

明るい服装、反射材を身につけましょう。
●シートベルトとチャイルドシートの

着用を徹底しましょう。

「４時からライト＆乗ったらベルト」運動
（11月１日～30日）が実施されます。

11月１日～30日は 

4時からライト＆乗ったらベルト運動期間時からライト＆乗ったらベルト運動期間 4時からライト＆乗ったらベルト運動期間時からライト＆乗ったらベルト運動期間 4時からライト＆乗ったらベルト運動期間 求職者支援室が設置されました

厚生労働省では、10月１日から「求職者支援制
度」をスタートさせています。この制度は、失業の
状態にありながら雇用保険を受給できない方がたを
対象に①無料の職業訓練を実施し、②一定の要件を
満たした場合は給付金を支給して訓練受講を容易に
し、③ハローワークで就職支援を実施することによ
り、安定した就職の実現を目指すものです。
この求職者支援制度を担当するのが、秋田労働局

職業安定部に設置された「求職者支援室」です。

〒010－0951
秋田市山王３－１－７　東カンビル５階

TEL 018－883－0006
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◆ 問い合わせ先 ◆ 福祉課 TEL 85－2190

琴丘総合支所地域生活係 TEL 87－3516 山本総合支所地域生活係 TEL 83－2115

10月から「子ども手当」が変わります。主な変更内容については下記のとおりですが、これまでと支給対象とな

る方が変わる場合がありますので、子ども手当を受給されていた方も含め、申請は全ての方が必要となります。

これまで子ども手当を受給されていた方については、10月中に申請案内を送付しておりますので、内容をご確認

のうえ、お早めに手続きされますようお願いします。

平成24年３月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができます。

次の方は３月までに申請しても遡って受け取れませんので、

速やかに申請してください。

・10月以降に他の市町村へ転出した方

・10月以降にお子さんが生まれた方

10月以降に他の市町村へ転出した方は、転出した日（転出予定日）の次の日

から、10月以降にお子さんが生まれた方は、お子さんが生まれた日の次の日か

ら数えて15日を経過するまでに必ず申請してください。

人権擁護委員の退職及び新任委員のご紹介
任期満了に伴い、１名が退任になり、新たに１名の方が就任されましたのでご紹介いたします。

退任委員 堀田キミ子さん 新任委員 工藤　富直さん

今までの子ども手当と違うところは…

1．子どもが国内に住んでいること

原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合

に子ども手当を支給します。

ただし、子どもが海外に留学している場合は、子

ども手当を受け取ることができる場合があります。

2．子どもと同居している方を優先

父母が別居している場合は、お子さんと同居して

いる方に支給される場合があります。

ただし、単身赴任などにより別居している場合は

これまでと同様の取扱いとなります。

3．海外にいる父母が指定する人に支給

父母が海外に住んでいる場合、日本国内に住む子

どもを養育している人を指定すれば、指定された方

に子ども手当を支給します。

4．児童福祉施設の設置者に支給

子どもが児童福祉施設等に入所している場合は、

その施設の設置者に子ども手当を支給します。

5．支給金額（平成23年10月分～平成24年３月分）

◆０歳～３歳未満　　　　15,000円（一律）

◆３歳～小学校修了前　　10,000円

（第３子以降　15,000円）

◆中　学　生　　　　　　10,000円（一律）

※10月分～１月分の手当は平成24年２月に、２月・
３月分の手当は平成24年６月に支払われます。

中学校卒業前までのお子さんを持つ方へ

（これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方が申請が必要です。） 

10月から「子ども手当」が変わります 10月から「子ども手当」が変わります 10月から「子ども手当」が変わります 
申請をお忘れなく　 申請をお忘れなく　 ！ ！ 

ご注意
 

くださ
い！ 



 

介護サービスを利用した
いけど、介護保険のこと
がよくわからない… 

近所の一人暮らしのおじ
いさん、最近姿を見かけ
ないけど大丈夫かな？ 

最近もの忘れが激しくて
心配…。検査してくれる
病院はどこにあるの？ 

最近、よく転ぶことが
あって歩くことが大変
になって来たな…。 

最近聞く成年後見制度っ
てなんだろう？ 
どんなときに使うの？ 

美 幸 苑 相 談 窓 口
TEL 72－1234
鵜川字西本田82番地1

社会福祉協議会相談窓口
TEL 85－4861
森岳字上台93番地5
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HOUKATU  SISTERSHOUKATU  SISTERS

地域包括支援センター地域包括支援センター

だより だより vol.12

地域包括支援センターは地域で暮らす高齢者、ご家族の様々な悩みや相談に対応していくところです。

三種町では地域包括支援センターの他に２箇所に相談窓口を開設し、さまざまな問題を保健・医療・福祉等総合的

に支援して行くことで高齢者の皆さんが「住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を続けて行く」ことを目指

しています。

こんな悩みや疑問はありませんか？

地域包括支援センター
TEL 85－4835

鵜川字岩谷子8  役場福祉課内

障害をお持ちの方々の「働きたい！仕事がしたい！」を実現するように、関係機関と協力しながら就職に

向けてのご相談やお仕事を続けていくための生活支援をいたします。

厚生労働省委託事業のため、利用登録とサービス利用はすべて無料です

秋田県能代山本 障害者就業・生活支援センターのご利用について 秋田県能代山本 障害者就業・生活支援センターのご利用について 

ご利用いただける方

能代市及び山本地域にお住まいで次のいずれかの

障害（身体・知的・精神・発達障害・ひきこもり）

をお持ちの方が対象となります。

就業についての支援

●ハローワークと連携してその方の状況に合ったお

仕事を探していきます。

●就職してからも長くお仕事が続くように定期的な

職場訪問や相談を行います。

●必要に応じて職業訓練（福祉施設等）で準備をし

てから就業支援を行う場合もあります。

生活についての支援

●仕事をしながら安心して生活が出来るように居

住・食生活・健康・各種手続きなどの支援をいた

します。

●余暇支援を通して情緒の安定や気分のリフレッシ

ュを図ります。

相 談 窓 口

秋田県能代山本障害者就業・生活支援センター
能代市字長崎42－１（ザビック向かい）
TEL 0185－88－8296
月曜日から金曜日　午前８時30分～午後５時
※上記時間以外でも相談に応じています。

お気軽にご相談ください！ お気軽にご相談ください！ 



119番通報 

火事ですか？・救急ですか？ 

場所（住所）はどこですか？ 
（付近の目標となる物など） 

何が燃えていますか？ 誰がどうしましたか？ 

ケガ人や逃げ遅れた 
人はいますか？ 

傷病者の状況を 
教えてください。 

あなた（通報者）の名前と 
電話番号を教えてください。 

 能代山本地域の119番通報は、すべて能代

山本広域市町村圏組合消防本部で受報して

おります。 

火災時 救急時 

119番通報要領 

通報の際は、自分の身の安全を
確保しましょう。 
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「町長への提言」を募集！
町民のみなさんのご意見・ご提言を町政運営の参考とさせていただくため、「町長への提言」を募集します。
組み立てることにより封筒となる用紙は、広報みたね11月号に差し込みしているほか、三種町企画政策課、

琴丘総合支所地域振興係、山本総合支所地域振興係の窓口にも備え付けてありますのでご利用ください。
また、Ｅメール（kikaku@town.mitane.akita.jp）でも受け付けておりますので、どんどんご意見・ご提

言をお寄せください。
なお、投函の際には、封筒裏面の住所・氏名欄が明記されているかどうか、ご確認をお願いします。住所・
氏名欄が未記入あるいは匿名のものについては、申し訳ございませんが開封しないこととしておりますので、
あらかじめご了承ください。
みなさんの、町政運営に役立つ建設的なご意見をお待ちしております。

11月９日は「119番の日」
わが国の消防は、昭和23年に自治体消防として発足しました。総務省消防庁では、消防

に対する正しい理解と認識を深め、防災意識の高揚と地域ぐるみの防災体制の確立を目的に、
昭和62年より11月９日を「119番の日」と制定しています。

興奮して場所の説明ができなかったり、「どこにいるか分か
らない。」また、「早く来てください。」だけで切断されたなど、
災害場所を確定するまで時間がかかり、出場が遅くなったとい
う事例が多くあります。

● 119番通報はあわてず、正確に伝えることが大切です。
●間違った住所や場所を通報されると、消防隊や救急隊は災害
現場に到着することができません。

●状況を詳しく話してください。その内容によって消防隊また
は救急隊が迅速に出場でき、その態様に応じた適切な活動を
行うことができます。

●家庭ではいざというときに備えて、電話のそばに［住所・名
前・目標・電話番号］を記入したメモなどを準備しておくと
よいです。

●携帯電話からの通報は、電波の状態や電話機種のＧＰＳ機能
の精度などにより、位置情報を確認できない場合があります
ので、詳しい発生場所や状況を伝えてください。

平成22年１年間の119番受報件数は3,829件（１日あた
り10.5件）でした。この中には、いたずらが11件、問い
合わせが157件ありました。
119番は火災・救急・救助の緊急電話です。いたずらや

問い合わせの電話はやめましょう。

◆問い合わせ先　能代山本広域市町村圏組合消防本部　通信司令室　TEL 52－3311

●能代市・山本郡内の火災や災害発生時の問い合わせ
（24時間災害時に対応）

●住宅用火災警報器や各種火災予防広報（午前７時～午後８時　災害時以外）

テレホンガイドの利用を！

TEL 52－9999

◆問い合わせ先　企画政策課情報統計係　TEL 85－4818

正しい119番通報をお願いします

 119番への番への“いたずら”“いたずら” 
　“問い合わせ”“問い合わせ”電話はやめましょう電話はやめましょう 

 119番への番への“いたずら”“いたずら” 
　“問い合わせ”“問い合わせ”電話はやめましょう電話はやめましょう 

 119番への“いたずら” 
　“問い合わせ”電話はやめましょう 
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地域おこし協力隊の山口です。

新たな課題として取り組んでおります休耕地を開墾しま

した。アサツキ、玉ねぎ、ニンニク等を植えましたが、

早速それぞれの芽が出ました。土が粘土質で硬く生育に

不向きですので生育を見守ってゆきたいと思います。

稲刈りの支援も行いました。主な作業は籾をカントリ

ーに運搬する作業と畦の草刈りです。天候に左右される

ので予定通りに作業が進まずに支援内容を何度も変更し

ながら作業を行いました。

房住神社の例祭にも参加させて頂きました。三種川の

水源は房住山です。その水を利用して生活を営んでいま

すので感謝を忘れてはならないと感じました。

朝晩の冷え込みが厳しくなり、夜はストーブを焚くようになりました。カメムシも自宅に大量発生してお

り、蚊取り線香で応対しています。風通しの良い古い家屋ですので越冬に向けての準備を少しずつ進めてい

ます。

先月、何回か講演を聞く機会があったが、その中でとても感銘を受けたの

が町村会設立90周年記念式典で講演された片山前総務大臣のお話であった。

片山善博前総務大臣は岡山県生まれの方である。

昭和49年、当時の自治省に入省され、その後、鳥取県庁や国土庁への出

向を経て、自治省固定資産税課長・府県税課長などの役職を歴任し、平成

10年退官された。

平成11年４月、鳥取県知事選挙に出馬し、初当選を果たされ、２期勤め

られた。鳥取県知事在任中は当時の岩手県増田知事や宮城県浅野知事らと改

革派知事の代表格で大変人気の高い知事であった。

昨年９月、菅内閣で総務大臣に任命されたが、野田内閣発足に伴い退任さ

れた。現在は慶応大学法学部教授でいらっしゃる。

実は、片山さんは昭和54年７月から１年間、能代税務署長として勤務されている。講演の冒頭でも当時の事を懐

かしそうに話されていた。“能代市末広町15－９”が当時の官舎だったようで、能代でお嬢さんも生まれたそうであ

る。税務署長ということで商工会、法人会等の会合によく出たとのこと。

海岸の松林近くの官舎だったので、市の中心部で酒を飲んでの帰り道風が強くて飛ばされそうになりながら帰った

話や今の季節はきりたんぽをよく食べた話をされた。

三種町の旧三町のこともよく覚えておられ、当時の町長さん達のお名前をすらすら宙んじられたのは驚きであった。

講演では現在の日本の政治状況が90年前当時の日本の状況と酷似して

いること、菅内閣での裏話、総務省改革に取り組んだこと、震災対応の

こと、地域主権改革や社会保険と税の一体改革等について話された。最

後に行政は何をなすべきかと言う点に触れられ、“弱者・声の小さい存

在”すなわち弱い立場の人にどう寄り添うかということだと明言された。

総務大臣就任早々、「住民生活に光を注ぐ交付金」1,000億円を作った

経緯を語る片山さんの言葉の中に、改めて氏の温かい人柄に触れた思い

がした。今、町では少子高齢化、人口減少、産業の不振などいろいろ解

決すべき大きな課題を抱えている。一方でまた、自死問題、ＤＶ（家庭

内暴力）、児童虐待、引きこもりなどの問題に対しても注意を払う必要

がある。

行政の根幹の部分について改めて考えた、心に残る講演であった。

「心に残る言葉」
町長 三　浦　正　隆想 

懇親会場で、片山前総務大臣、大江羽後町長と
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◆問い合わせ先　秋田年金事務所　TEL 018－865－2391

●国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象とな

ります。（その年の１月１日から12月31日までに納付した保険料が該当します）

●この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務づけら

れていますので、平成23年１月１日から９月30日までの間に国民年金保険料を納付された方に対し、社会

保険料（国民年金保険料）控除証明書が本年10月下旬から11月上旬までに日本年金機構から送付されます。

年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書（または領収書）を添付してください。

なお、10月１日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方には、来年の１月

下旬に送付されます。

●ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付されたご本人の社会保険料控除の申告に加えることがで

きますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申告してください。

※社会保険料（国民年金保険料）控除証明書についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている年金

事務所へお問い合わせください。

●八竜地域

11月10日（木）… 200 ･ 400 献血

9：30 ～ 11：00 三種消防署

12：10 ～ 13：20 前田製管㈱
13：50 ～ 16：30 八竜農村環境改善センター

◆問い合わせ先

三種町保健センター　TEL 83－5555

●琴丘地域

12月１日（木）… 成分献血
10：00 ～ 16：00 琴丘総合支所

＊成分献血は時間がかかるため、予約制になります

◆問い合わせ先

琴丘総合支所地域生活係　TEL 87－3516

●山本地域

12月２日（金）… 200 ･ 400 献血

9：30 ～ 11：30 保健センター

13：00 ～ 14：00 ケアセンターほほえみ

14：30 ～ 16：30 山本公民館

◆問い合わせ先

山本総合支所地域生活係　TEL 83－2115 ★納め忘れのないように！ 

納税のお知らせ 

11月30日（水）が納期限です 
◎固定資産税（４期） 

◆問い合わせ先
三種町保健センター　TEL 83－5555
鯉川地区交流センター　TEL 87－3177
（毎週水、土、日のみ）

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が発行されます

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

「病気予防は健康診断から」 「病気予防は健康診断から」 

講演会のご案内 

講演
会のご案内

三種町とみたね鯉川地区交流センターとの共催

で、次の日程により学習会を開催します。

どなたでも聴講できますので皆さんのご来場をお

待ちしています。

と　き 11月19日 午前10時～

ところ みたね鯉川地区交流センター

（旧鯉川小学校）１階　交流室

内　容 講演：病気予防は健康診断から

山本組合総合病院名誉院長

大渕　宏道 氏
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◆問い合わせ先　三種町保健センター　TEL 83－5555

生　　年　　月　　日 年       齢 

平 成 ２年 （19 9 0 ） ４月２日     ～     平 成 ３年 （19 9 1 ） ４月１日生まれの方 2 0     歳 

昭和60 年 （19 8 5 ） ４月２日     ～     昭和61 年 （19 8 6 ） ４月１日生まれの方 2 5     歳 

昭和55 年 （19 8 0 ） ４月２日     ～     昭和56 年 （19 8 1 ） ４月１日生まれの方 3 0     歳 

昭和50 年 （19 7 5 ） ４月２日     ～     昭和51 年 （19 7 6 ） ４月１日生まれの方 3 5     歳 

昭和45 年 （19 7 0 ） ４月２日     ～     昭和46 年 （19 7 1 ） ４月１日生まれの方 4 0     歳 

生　　年　　月　　日 年       齢 

昭和45 年 （19 7 0 ） ４月２日     ～       昭和46 年 （19 7 1 ） ４月１日生まれの方 4 0     歳 

昭和40 年 （19 6 5 ） ４月２日     ～       昭和41 年 （19 6 6 ） ４月１日生まれの方 4 5     歳 

昭和35 年 （19 6 0 ） ４月２日     ～       昭和36 年 （19 6 1 ） ４月１日生まれの方 5 0     歳 

昭和30 年 （19 5 5 ） ４月２日     ～       昭和31 年 （19 5 6 ） ４月１日生まれの方 5 5     歳 

昭和25 年 （19 5 0 ） ４月２日     ～       昭和26 年 （19 5 1 ） ４月１日生まれの方 6 0     歳 

◆ 子宮がん検診無料クーポン券対象者年齢 

◆ 乳がん検診無料クーポン券対象年齢 

最近、各地区の住民の方々から、猫に関する苦情相談が多数寄せられています。

住み良い生活環境をつくるため、猫の飼い主さんは、地域に迷惑をかけないように飼養管理してください。

●猫を外飼いされている飼い主さんは、ご自分の猫が外でどのような生活をしているかご存じでしょうか？
●残念ながら外飼いしている飼い主さんのほとんどは、自分の猫がどこで何をしているか気にもしてい

ないでしょう。
●もし家の中に侵入されたり、丹精込めた庭に毎日のように糞をされたら、どのように感じますか？

「うちの猫はおとなしいから悪さはしない。」こんなふうな飼い主さんでは困ります。
●猫は室内で飼える動物です。また避妊・去勢していない猫の外飼いは、野良猫を増やすなど地域の迷

惑のもとになっている可能性があります。外飼いをしている飼い主さんはもう一度ご自分の猫の飼い

方について、考えてみてください。
●またいたずらに繁殖させて手に負えない数に増えてしまい、近所とトラブルになっているケ－スも見

受けられます。他人に迷惑をかけないことも飼い主の義務なのです。

●野良猫がかわいそうだと思う気持ちは皆さん一緒です。しかし無責任で安易な餌やり行為は、悪臭な

どで地域に迷惑をかけるだけでなく、無秩序な繁殖を招き、さらにかわいそうな野良猫を増やすことに

なります。
●もし餌をやるのであれば、最後まで責任を持って飼養する覚悟で行ってください。餌やり行為は飼い

主としての責任が生じることを認識してください。

◆問い合わせ先　町民生活課 環境衛生係　TEL 85－4824

外飼い猫の行動も飼い主の責任です！ 

無料クーポン券を使った子宮がん検診・乳がん検診 無料クーポン券を使った子宮がん検診・乳がん検診 

忘れていませんか？ 

の飼い方についてのお知らせ の飼い方についてのお知らせ の飼い方についてのお知らせ 

猫 

猫 

野良猫への安易な餌やり行為は、やめましょう！ 

下記の対象年齢の方に、子宮がん検診と乳がん検診の無料クーポン券を６月にお送りしています。ク

ーポン券の有効期限は24年１月31日までとなっていますので、まだ受診されていない方はどうかクー

ポン券をご利用くださるようお勧めいたします。
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裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選

挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に、全国の

地方裁判所で作成されます。

平成24年分の名簿に登録される人数は、全国で約28

万6,000人です。（有権者全体に占める割合は、約365人

に１人）

平成24年の裁判員候補者名簿に登録された方には、

本年11月中旬に名簿に登録されたことの通知（名簿記

載通知）が送られていきます。この通知は、裁判員に選

ばれる可能性があることを事前に伝え、あらかじめ心づ

もりをしていただくためのもので、この段階ではまだ裁

判所に出向く必要はありません。

また、名簿記載通知と併せて調査票が送られます。こ

の調査票は、回答の内容により、明らかに辞退が認めら

れないか等、裁判員候補者の事情を早期に把握するため

のもので、項目に当てはまらない方は返送する必要はあ

りません。

辞退の申し出ができる時期や期間等については、何ら

制限は設けられていません。

この調査票で辞退を申し出なかった場合でも、実際の

事件の裁判員候補者に選ばれた際に送られる質問票で辞

退を申し出ることも、または裁判の当日（選任手続時）

に辞退を申し出ることも可能です。

裁判員制度に関する詳細は、秋田地方裁判所能代支部

庶務係（TEL 52－3278）にお問い合わせください。

■裁判員候補者名簿ができるまで

■裁判員候補者名簿記載通知について

まもなく名簿記載通知が発送されます 裁 判 員 制 度  

裁判員制度は、平成21年５月21日から施行され、平成22年には、8,673人の方が裁判員として裁判に参加して

います。

裁判員制度は、みなさんの協力なしには成り立たない制度ですので、引き続きご理解とご協力をお願いします。

秋田ノーザンハピネッツ  琉球ゴールデンキングス　チケット販売のお知らせ 秋田ノーザンハピネッツ  琉球ゴールデンキングス　チケット販売のお知らせ 秋田ノーザンハピネッツ vs 琉球ゴールデンキングス　チケット販売のお知らせ 秋田ノーザンハピネッツ 琉球ゴールデンキングス　チケット販売のお知らせ 秋田ノーザンハピネッツ 琉球ゴールデンキングス　チケット販売のお知らせ 

三種町合併5周年記念事業 秋田ノーザンハピネッツホーム公式戦 

前売券は、町内コンビニエンスストア等で入手できます。 

10,000円 
当日価格 前売価格 

8,000円 

①ロイヤルシート 

3,500円 
当日価格 前売価格 

2,800円 

⑩アリーナ指定席 

5,000円 
当日価格 前売価格 

4,000円 

⑤⑥⑦⑧⑨エキサイト 

7,000円 
当日価格 前売価格 

6,000円 

②③④プレミアム 

3,000円 
当日価格 前売価格 

2,300円 

⑬２Ｆ指定席 

3,000円 
当日価格 前売価格 

2,300円 
1,500円 1,000円 

⑫１Ｆ自由席 

大　人 

小中高 

3,000円 
当日価格 前売価格 

2,300円 
1,500円 1,000円 

⑭２Ｆ自由席 

大　人 

小中高 

3,000円 
当日価格 前売価格 

2,300円 
1,500円 1,000円 

⑮車いす席 

大　人 

小中高 

詳しくは、公式サイトで 
http://happinets.net

三種町琴丘総合体育館 日  時 場  所 12月3日（土） 開場 16：00　開始 18：00 
4日（日） 開場 11：00　開始 14：00

可燃ゴミ収集日の
変更について

11月から４月までの期間は、可燃

ゴミの収集が週１回となります。

ごみ収集日程表をご確認のうえ、お

間違えのないよう注意してください。

◇問い合わせ先

町民生活課 環境衛生係 TEL 85－4824
琴丘総合支所 地域生活係 TEL 87－3516
山本総合支所 地域生活係 TEL 83－2115



からのおしらせ 国 保 

三種町国民健康保険　　◆問い合わせ先　健康推進課国保年金係　TEL 85－2137
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一部負担金の徴収猶予および免除制度について

町の国民健康保険には、災害など特別な事情で生活が一時的に苦しくなり、病院等の一部負担金の支払い

が困難となった場合に、一部負担金の徴収猶予または免除を受けられる制度があります。詳しいことについ

ては、健康推進課国保年金係にお問い合わせください。

・保険医療機関で支払う医療費の自己負担額（医療費の３割～１割）

・対象は、入院・外来の保険医療（医科・歯科・調剤）で、はり、きゅう、

あんま、マッサージの施術などは対象となりません。

一部負担金とは

一部負担金の支払義務者である世帯主が次のいずれかに該当する場合

・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは障害

者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。

・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する

理由により収入が減少したとき。

・事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

・その他、上記に類する事由があったとき。

特 別 な 事 情

● 徴収猶予

・世帯主および世帯員（被保険者）の収入合計（必要経費控除後）が生活保護基準以下の場合、一

部負担金の支払いを一定期間猶予します。

・世帯主および世帯員（被保険者）の預貯金の合計額が、生活保護基準に徴収猶予月数を乗じた額

以下であることが必要です。

・猶予期間後に、猶予した一部負担金を確実に納付できる見込みがあることが必要です。

・徴収猶予期間は６か月以内です。

● 免　　除

・世帯主および世帯員（被保険者）の収入合計（必要経費控除後）が生活保護基準以下の場合、一

部負担金の支払いを一定期間免除します。

・世帯主および世帯員（被保険者）の預貯金の合計額が、生活保護基準の３か月以下であることが

必要です。

・免除期間は３か月以内です。 ※必要と認められる場合は、延長可能

条 件 ・ 内 容

・上記の特別な事情に該当しない恒常的な低所得を理由とする申請はできません。その場合は、福

祉制度での対応となりますので、ご相談ください。

そ の 他



みたね みたね 
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まちの話題 

ドラゴンクリニック 
医療法人　秋田愛心会 

＊施設内の訪問介護とデイサービスのスタッフが入居者の＊施設内の訪問介護とデイサービスのスタッフが入居者の生活を援助します。生活を援助します。 ＊施設内の訪問介護とデイサービスのスタッフが入居者の生活を援助します。 

家賃　食費　管理費他込　計73,500円 
（介護保険利用者負担分・光熱費別途） 

診療所併設サービス付き高齢者向け住宅 診療所併設サービス付き高齢者向け住宅 

ヘルスケアタウン 
　　　　　 まぼうし 
ヘルスケアタウン 
　　　　 やまぼうし 

診療所併設 
高齢者専用賃貸住宅 

12月15日開設予定 

インフルエンザ予防接種実施中 

一般 1,500円　高齢者 500円 
インフルエンザ予防接種実施中 

鉄筋コンクリート3階建て　全室個室　食費・家賃・管理費他込  73,500円 

１階⇒デイサービス　訪問介護 

２階・３階⇒住宅30戸（全室ミニキッチン　トイレ洗面台付） 

入居お問合わせは、 

　ドラゴンクリニック　TEL. 85ｰ4666診療所併設高齢者専用賃貸住宅 

介護保険利用者負担分・光熱費別途 

家賃　食費　管理費他込 計73,500円 

入居お問合わせは、ドラゴンクリニック　TEL. 85ｰ4666

院長　東海林　茂　樹 〒018－2407  山本郡三種町浜田字上浜田１ 

広告

階級を上げての再起戦を見事勝利！
元日本スーパーフェザー級王者三浦隆司

10月18日、東京・後楽園ホールにおいて元日本ス

ーパーフェザー級王者三浦隆司さんの再起戦が行われ

ました。今回の相手は元WBCユーススーパーフェザ

ー級王者でしたが、最終ラウンドに左フックでダウン

を奪い、判定の結果３－０のストレート勝ちで再起戦

を飾りました。世界タイトル挑戦に向けての今後の活

躍に期待いたします。

▲最終ラウンドでダウンを奪う三浦選手

防火パレードで火の用心
八竜幼稚園幼年消防クラブ

９月28日、八竜幼稚園「幼年消防クラブ」による

防火パレードが行われました。

このパレードは町幼少年婦人防火委員会が主催して

毎年行われており、この日は火消しはんてん姿に風船

を持って大曲地区を行進。役場前では鼓笛の演奏やフ

ラッグによるマスゲームを披露し、地域住民に火の用

心を呼び掛けていました。

▲鼓笛を演奏し火の用心を呼び掛ける園児

金山牧場跡地で植樹
三種町合併5周年記念植樹

10月14日、金山牧場跡地において合併５周年記念

植樹が行われました。この植樹は、広葉樹林の再生を

目的に行われ、下岩川財産区から跡地を50年間無償

で借り受け、また県の広葉樹林再生事業を活用し町の

合併５周年記念と合わせて植樹を行いました。

当日は、下岩川小児童など約100人が参加し、広葉

樹森の再生を願いながら植樹をしていました。

▲大きく育ってね！

収益の全てを東日本大震災義援金に
ロックタウンカーニバルin三種

10月16日、八竜農村環境改善センターにおいて、

ロックタウンカーニバルが開催されました。

当日は、町内外の７バンドが参加し、ロックなどス

ピード感あふれる演奏で観客を魅了していました。

※今回開催の収益の全てを、東日本大震災の義援金
として被災地に送ることにしております。

▲迫力のある演奏で観客を魅了



19

▲大勢の客でにぎわう「道の駅ことおか」

直売所グリーンぴぁ10周年記念
道の駅ことおか「秋まつり」

▲左から颯士ちゃん、希愛ちゃん、咲希ちゃん

第2子誕生祝い金贈呈
～健やかな成長を～

９月29日、役場で第２子誕生祝い金の贈呈式が行

われました。今回の対象者は、信太宏一郎・真弓さん

夫婦（志戸橋）のお子さんで５月９日に生まれた咲希
さ き

ちゃん（女の子）、工藤伸也・里美さん夫婦（八幡越）

のお子さんで５月17日に生まれた颯
そう

士
し

ちゃん（男の

子）、加藤晴喜・未希さん夫婦（山谷）のお子さんで

５月24日に生まれた希愛
の あ

ちゃん（女の子）です。

健やかな成長をお祈りします。

10月16日、道の駅ことおかにおいて、三種町合併

５周年と直売所グリーンぴぁ10周年を祝って「秋ま

つり」が開催されました。

当日は、三種町のご当地グルメ「みたね巻」のほか、

「横手やきそば」「男鹿の塩やきそば」などが出店。ス

テージでは民謡や踊りなどのショーが披露され、参加

者は食と芸能の秋を楽しんでいました。 ▲秋の房住山を満喫する参加者

色づき始めた房住山を満喫
秋の房住山登山

10月16日、三種町ことおか観光開発公社などが主

催する「秋の房住山登山」が行われました。

この房住山登山は、紅葉の時期に合わせて毎年行わ

れています。

この日は、あいにくの雨のため参加者は例年より少

なくなりましたが、参加者は色づき始めた山道を満喫

しながら頂上を目指していました。

消防ポンプ自動車などを更新
消防ポンプ車・小型動力ポンプ納入式

10月14日、役場駐車場で消防用消防ポンプ自動車

及び消防用小型動力ポンプ納入式を実施し、琴丘支団

第１分団の消防ポンプ自動車と、山本支団第２分団槻

田班と山本支団第４分団和田班の小型動力ポンプが更

新されました。

納入式には、団長をはじめ関係団員及び職員ら20

名が出席。消防力の向上による迅速な消防活動が期待

されます。

▲更新された小型動力ポンプと消防ポンプ車

ホール葬 
自 宅 葬 
寺 院 葬 
家 族 葬 

当社はすべてに 
対応いたします。 
また、ご遺体安置 
もできます。 

１万円の入会金で生涯会員。 
月々の会費など一切ありません。 
（数々の特典あり） 
もしものとき弔慰金がもらえます。 

イフ 

共済会 

誰にでも訪れる「もしも」の時遺された人々
の負担を少しでも軽くするためのシステム 

セレモニーホール 

とわにー リアン 
0120－54－0895FreeDial

ハタケイ 
ショップ様 

テラタ様 

←秋田 能代→ 

秋田 
銀行様 

GS

畠慶スタンド様 

↑
大
潟
村 

上
岩
川
↓ 

とわにー 
　　リアン 

株式会社 熊谷葬儀社 
〒018-2104 
三種町鹿渡字片カリ橋76-3（鹿渡駅前） 
TEL：87-3172　FAX：87-2694

葬儀式葬儀式場（最大（最大80名様収容可能）名様収容可能） 葬儀式場（最大80名様収容可能） 

故人のやすらかな旅立ちをお手伝い 故人のやすらかな旅立ちをお手伝い 故人のやすらかな旅立ちをお手伝い 

　ご遺族様をトータルサポート致します。駐車場あり（20台程駐車可） 

葬式会場が近かったため遺骨を埋葬してから 
ゆっくり会食ができたとよろこばれております。 

がんばろがんばろう「東
北」「東北」 

　がんばろ　がんばろう「
みたね」「みたね」 

がんばろう「東
北」 

　がんばろう「
みたね」 

当ホールは自宅同様 お気軽にご利用下さい （レンタルハウスの感覚） 

広告



 三種町が上位を独占！  三種町が上位を独占！ 

　第15回県山田敬蔵杯グラウンド・ゴルフ男鹿大会が、
９月18日、ＯＧＡマリンパーク憩いの広場で開催され、
三種町の２人が１位、２位を独占しました。 

県山田敬蔵杯グラウンド・ゴルフ 県山田敬蔵杯グラウンド・ゴルフ 県山田敬蔵杯グラウンド・ゴルフ 

１位　板倉　功二（三種町さわやかＧＧC） 
２位　小山内豊樹（三種町山本ＧＧ愛好会） 

▲女子は三種町が4強に入る！
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11月号 

三種町バスケットボール協会（船木政廣会長）主催の

「第１回じゅんさいカップミニバスケットボール三種大会」

が９月23日、24日の両日、琴丘総合体育館と山本体育館

を会場に開催され、女子は琴丘が優勝したほか上位４チー

ムを三種勢が独占。男子は、琴丘が準優勝でした。

男子結果 ①井川　②琴丘　③河北　④青森山田

女子結果 ①琴丘　②金岡　③浜口　④森岳

浜田の金子塗装店（金子芳光社長）は、９月23日、社会奉

仕活動として、八竜中学校で塗装作業を行いました。

同社は、昭和36年に創業、今年で50周年を迎えて、これま

でお世話になった地元のために恩返しをしたいと八竜中学校の

職員室の塗装作業を行いました。

この日の作業には、同社従業員のほか、町内の工務店、内装

会社など６業者の合わせて22人が参加、天井のペンキ塗りな

どを行いました。職人の多くは同中学校の卒業生で中には、こ

の春卒業した２人も元気に頑張っていました。八竜中を奉仕作業

第66回国民体育大会
（山口国体）のウエイトリ
フティング競技で、少年
男子69㎏級スナッチに出
場した下岩川長面の小山
内健（能代工業３年）は、
自己ベストの117㎏をマー
クして見事優勝を飾りま
した。
また、ウエイトリフティ
ング成年男子105㎏級スナ

ッチ・クリーン＆ジャークに出場した志戸橋割道の
藤原和朋（日本大学３年）は、７位に入賞しました。

レスリングで渡辺君・加藤君が活躍
第27回県少年少女レスリング選手権大会が、９月18

日秋田市立体育館で開催され、小学校１～２年生の部で

琴丘小学校の渡辺大夢君（２年）30㎏級が優勝、加藤

楓基君（１年）21㎏級が準優勝に輝きました。

奉仕活動で地元に恩返し 奉仕活動で地元に恩返し 
八竜中学校をお色直し 

ミニバス「じゅんさいカップ」 ミニバス「じゅんさいカップ」 第１回 
県内外から28チームが参加 

国体重量挙げで

小山内　健選手
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●教育委員会
総務学事課総務係・学事係（琴丘総合支所内） TEL 87－2115
生涯学習課生涯学習係（琴丘総合支所内） TEL 87－2113
生涯学習課スポーツ係（琴丘総合体育館内） TEL 87－2222

●琴丘公民館 TEL 87－3232
●山本公民館 TEL 83－2354
●八竜公民館 TEL 85－2177

生涯学習通信せせらぎの

掲載内容に関する

申し込み・問い合わせ先

電話番号

慶応義塾大学塾長が講話

橋本五郎文庫開設記念
橋本五郎文庫開設記念講話会が９月24日、鯉川地区交流セン

ターを会場に開催されました。講師は、橋本五郎氏と同じ慶応大

出身で東日本大震災復興構想会議の委員も一緒でもある慶応義塾

大学塾長の清家篤氏で、演題は、「震災後の経済と橋本五郎文庫」

と題して、はじめに慶応義塾を

創設した福沢諭吉の教えである

「実学・公智・徳心」を震災後

の復興に当てはめ得心の必要を

訴えていました。また、考える

力を身に付けるために「読書」

が大切であることを述べられま

した。 清家塾長の講話

栄　光

10月10日の体育の日は、町内各地で各種スポーツイベ
ントが行われました。
今年の体育の日は、爽やかな好天に恵まれマラソン大会、
ウオーキングのつどい、マレットゴルフ大会、体育施設の
無料開放等により多くの町民が参加して心地よい汗を流
し、参加者同士で親睦を深め合いました。

みたねマラソン

ウオーキングの準備運動

秋田わか杉国体記念

第５回 みたねマラソン大会

１位 ●渡辺　大州（八竜中）
２位 ●西坂　勇大（八竜中）

◆中学生男子３キロ

１位 ●相原　季紗（八竜中）
２位 ●吉田　　南（八竜中）
３位 ●畠山　春菜（八竜中）

◆中学生女子３キロ

１位 ●児玉　樹理（三種町）
２位 ●須田　絹子（八郎潟町）
３位 ●佐々木広美（三種町）

◆一般女子３キロ

１位 ●笹村　毅・笹村雄斗（三種町）
２位 ●近藤勉志・近藤大志（三種町）
３位 ●畠山晴妃・武田芽衣（能代市）

◆ペアマラソン1.5キロ

１位 ●田村　怜花（渟城西）
２位 ●加藤　未悠（琴　丘）
３位 ●荒木　瑞帆（朴　瀬）

◆小学生女子1.5キロ

体育の日
 
スポーツで健康づくり スポーツで健康づくり スポーツで健康づくり スポーツで健康づくり スポーツで健康づくり 

大会結果

○国体ウエイトリフティング
少年男子69㎏級スナッチ　優勝
小山内　健（能代工業高校）

○国体ウエイトリフティング
成年男子105㎏級トータル７位入賞
藤原　和朋（日本大学）

○東北高校新人陸上　男子やり投げ３位
関　　和紀（能代商業高校）

○県少年少女レスリング選手権大会
30㎏級　優勝
渡辺　大夢（琴丘小２年）

○県「家庭で読書」推奨標語　最優秀賞
岩谷　美咲（山本中）

１位 ●田中　正男（三種町）
２位 ●今野　国男（三種町）
３位 ●津軽　鈴吾（三種町）

◆一般男子３キロ

１位 ●熊谷　洋平（能代市）
２位 ●渡辺　隆幸（三種町）
３位 ●鈴木　康輝（三種町）

◆一般男子５キロ

１位 ●渡辺　大地（琴　丘）
２位 ●笹村　雄斗（金　岡）
３位 ●平泉　楓喜（二ツ井）

◆小学生男子1.5キロ
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第４回　フリーマーケット

地域住民とのふれあいを通して、知的障がい児・者
との輪を広げることを目的に、第4回フリーマーケッ
トを開催します。

11月12日　9：30～15：30
八竜改善センター
三種町手をつなぐ育成会
☆キッズコーナー（おもちゃの手づくりコ
ーナー、ヨーヨーすくい　など）

☆アトラクション（13：30～虹のいえ・
大日寮のみなさんによる踊り）

◆お問い合わせは、フリーマーケット開催事務局

加藤（TEL 85－3286）まで

内　容

主　催

場　所

日　時

「女性の人権ホットライン」強化週間

11月20日　18：00開場　18：30開演
能代市文化会館　大ホール
600円（小学生以下は無料）

第1部…吹奏楽コンクール課題曲などの楽曲を作
曲されている内藤淳一先生の客演

第2部…ＮＨＫ大河ドラマ50年を振り返り、心に
残る名曲を探ります。また、「なまはげ郷
神楽」のみなさんとのジョイント演奏。

◆お問い合わせは、吹奏楽団　ＦＵＮＮＹ　ＣＲＥＷ

団長　小林（TEL 090－1067－2551）まで

内　容

入場料

場　所

日　時

秋田県最低賃金が改正されました

平成23年10月30日から、2円引き上げられ時間額
「647円」です。
○最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内の
すべての労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金
を支払わないと、最低賃金法違反となります。
○最低賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時
間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でな
ければなりません。
○月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低
賃金額以上でなければなりません。
◆詳しくは、秋田労働局賃金室（TEL 018－883－

4266）または最寄りの労働基準監督署まで。

犯罪被害者週間「県民のつどい」開催

11月26日　13：00～15：30
秋田県庁第 2庁舎 8階　大会議室

○第二次秋田県犯罪被害者等支援基本計画について
○犯罪被害者遺族に宛てた手紙の朗読
○被害者支援都民センター理事による講演など
◆お問い合わせは、能代警察署警務課広報広聴係

小林（TEL 52－4311）まで

内　容

場　所

日　時

吹奏楽団　ＦＵＮＮＹ　ＣＲＥＷ

ほんわかコンサートを開催

11月14日から20日まで全国一斉「女性の人権ホッ
トライン」強化週間を実施します。小さなことでも、
一人で悩まずご相談ください。人権擁護委員および法
務局職員が相談をお受けします。

～相談は無料で、秘密は守ります～

8：30～19：00

10：00～17：00

専用相談電話「女性の人権ホットライン」

０５７０－０７０－８１０

◆秋田地方法務局能代支局（TEL 54－4111）では、

人権相談を受け付けています（平日8：30～17：15）。

お気軽にご利用ください。

11月19日～20日

11月14日～18日

11月の「生き生き学習」は次のとおりです。
●11月 8 日（火） 陶芸教室　10：00～15：00

●11月26日（土） 歌謡教室　13：00～15：00

お気軽にご参加ください。
11月の休館日は 4、7、14、21、24、28日です

◆お問い合わせは、おとも苑（TEL 58－5295）まで

株式株式 
会社会社 ジェイエイ山本葬祭センター 株式 
会社 ジェイエイ山本葬祭センター 年中 

無休 
24時間 
受　付 

三種町鵜川（三種町斎場「清華苑」近く）に 三種町鵜川（三種町斎場「清華苑」近く）に 

※写真はイメージです※写真はイメージです ※写真はイメージです 

入会金は一家族（一団体）10,000円のみ 

ホール葬儀コース料金 …  20％割引 

自宅葬儀祭壇 …  20％割引 

※年会費・月会費等は一切ございません 

など特典多数あり 

会員募集中 みどりの会 みどりの会 
来春オープン 来春オープン みたね みたね 

広告

おとも苑からのお知らせ
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法務局市民講座のご案内

秋田地方法務局能代支局では、次の日程で講座を開
設いたします。参加は無料です。お気軽にどうぞ。

11月16日　13：30～15：00
能代法務合同庁舎 1階会議室
相続について（15人程度）

◆申し込み、お問い合わせ先
秋田地方法務局能代支局（TEL 54－4111）

テーマ

場　所

日　時

秋田地域高校生就職面接会開催

土木作業員募集 
三浦建設工業株式会社 

埼玉県さいたま市岩槻区城町２ー６ー66 
TEL 048ー757ー1593  FAX 048ー757ー1510

①賃金　10,800円～14,000円（早出、残業多少あり） 

②宿舎あり、食事あり　３食　個人負担　￥1,600 
　　　　　　　　　　　　　（光熱費、布団代　含む） 
③運転免許、経験者優遇 

公共工事  民間工事の施工 

代表取締役　三浦　忠一 

※社員、従業員　三種町出身者多数 

広告

平成23年度硫黄島慰霊巡拝

厚生労働省では、硫黄島において戦没者を慰霊する
ため、遺族を対象とした慰霊巡拝を実施します。参加
を希望される場合は下記までお問い合わせください。

12月13日～14日
11月10日

◆問い合わせ先
秋田県健康福祉部　福祉政策化　保護・援護班
TEL 018－860－1319

申込期限

日　程

労働トラブル110番を開催

司法書士による無料相談を次のとおり実施します。
労働トラブル110番
11月23日　10：00～16：00
賃金未払い、サービス残業等に関する労働
問題について

◆連絡先
秋田県司法書士会 TEL 018－824－0187

（当日のみ）TEL 018－824－0055

内　容

日　時

名　称

来春の高卒予定者と県内事業所を対象とした面接会
を開催します。参加を希望される県内事業所は所定の
申込用紙（県ホームページよりダウンロード可）によ
り11月22日までにお申し込みください。

11月30日　13：00～16：00
秋田ビューホテル

◆詳しくは、県雇用労働政策課（TEL 018－860－

2336）まで。

場　所

日　時

秋田県北部地域づくりフォーラム

日本海沿岸東北自動車道を活用した秋田県北部地域
のさらなる発展をめざし、地域づくりフォーラムを開
催します。参加申込みは不要です。当日直接会場へお
いでください。

11月9日　15：30～
北秋田市文化会館

◆詳しくは、三種町建設課（TEL 85－4820）まで

場　所

日　時

労働保険の加入手続きはお済みですか

労働保険（労災保険・雇用保険）は、農林水産業の
一部を除き労働者を使用する全ての事業主が加入する
こととなっています。
まだ加入されていない場合は、早急に最寄りの労働
基準監督署かハローワーク（公共職業安定所）にご相
談ください。

エナジアムパーク・イベント案内

「押花展」…11月 6日～13日
○体験コーナーは13日、先着50人まで

「秋の洋らん展」…11月18日～20日
○カトレアなど約150鉢を展示。

「工作教室」…11月27日　13：30～15：30
○モーターと豆電球で、オリジナルのモーターカー
を作製。定員15人（保護者同伴の小学生のみ）
◆詳しくは、能代エナジアムパーク（TEL 52－
2955）まで

食品安全地域懇談会を開催

食の安全と安心について話し合い、理解を深めるこ
とを目的に食品安全地域懇談会を開催します。

11月25日　13：30～15：30
能代山本広域交流センター　多目的ホール

◆参加申込み・問い合わせ先

参加申込書に記入のうえ、11月18日までに県生

活衛生課へお申し込みください

TEL 018－860－1591 FAX 018－860－3856

場　所

日　時



主な行事  

主な行事  

主な行事  

主な行事  
主な行事  

主な行事  

主な行事  主な行事  

主な行事  

11月 
主な行事  

主な行事  

主な行事  
行　　　　　　　事　　　　　　　名 曜日 日 

  4 時からライト＆乗ったらベルト運動（～30日） 火 1 
ドラえもん広場 ｢消防車がくるよ！ ｣  （9:30～金岡保育園） 
わくわくひろば ｢作ってあそぼう （小麦粉粘土） ｣ （9:30～琴丘中央すこやか館） 
メロンキッズひろば ｢運動遊びを楽しもう｣（10:00～八竜改善センター） 

水 2 

文化の日 木 3 
浜口保育園開放日「一緒に踊りましょう｣ 金 4 

土 5 
秋の火災予防運動（～12日） 日 6 

月 7 
健康相談・コーヒーサロン（9:30～11:30山本公民館） 火 8 
119番の日 水 9 
献血（八竜地域…詳しくは14Ｐを参照） 
ドラえもん広場 ｢発育測定／おさがり交換しましょ！ ｣  （9:30～下岩川保育園） 
メロンキッズひろば ｢簡単！おもちゃ作り｣ （10:00～八竜改善センター） 
わくわくひろば ｢おいしいさつま汁を食べよう｣ （9:30～琴丘保育園） 
琴丘保育園開放日 

木 10 

  7 カ月児健康相談（三種町保健センター） 金 11 
フリーマーケット開催（9:30～15:30八竜改善センター） 土 12 
普通救命講習の日 日 13 
女性の人権ホットライン強化週間（～20日） 月 14 

健康相談・コーヒーサロン（9:30～11:30金陵の館） 
鵜川保育園開放日｢七五三のお祓い｣ 火 15 

メロンキッズひろば ｢おにぎりパーティー ｣  （10:00～八竜改善センター） 水 16 
  1歳 6 カ月児健診 （三種町保健センター） 
ドラえもん広場 ｢ベビーマッサージ　7組 （2カ月～1歳） ｣  （9:30～森岳保育園） 
わくわくひろば ｢手あそびを楽しもう｣ （9:30～琴丘中央すこやか館） 

木 17 

  2 歳児歯科健診（三種町保健センター） 金 18 

講演会「病気予防は健康診断から」 （10:00～みたね鯉川地区交流センター） 
八竜幼稚園開放日｢お遊戯会へＧＯ！ ｣ 土 19 

日 20 

琴丘地区行政相談所開設（10:00～12:00ひまわりセンター） 
がん患者の集い（13: 30～三種町保健センター） 月 21 

火 22 
勤労感謝の日 水 23 
乳児健診 （三種町保健センター） 
健康相談 ・ おしゃべりサロン （13:30～15:00八竜改善センター)
  3地区なかよし交流会 ｢ミニツリー作り｣ （10:00～八竜改善センター） 

木 24 

健康相談・コーヒーサロン（9:30～11:30すいらんの館） 
八竜幼稚園開放日｢作って遊ぼう｣ 金 25 

土 26 
日 27 
月 28 
火 29 
固定資産税（ 4 期）納期限 水 30 

●人　口 19,304人   （－22） 
　【男】 9,024人   （－11） 
　【女】 10,280人   （－11）  
●世帯数 7,005戸   （＋ 2） 
※平成23年９月末現在、（  ）内前月比 

24
編集発行：三種町企画政策課　〒018－2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8番地　TEL 0185－85－4818 FAX 0185－85－2178

URL http://www.town.mitane.akita.jp E-mail mitane@town.mitane.akita.jp 印刷：㈱八郎潟印刷

広報みたね10月号６ページで芦沢信吾さんを芦崎信吾さ

んと、また、18ページ標語受賞者小学生低学年の部の兒玉

真燈さんを兒玉真澄さんと間違って表記しておりました。

ここに訂正し、深くお詫びいたします。

お詫びと訂正


